
○雲南市建設工事関連業務委託低入札対策実施要領 

 

（目的） 

第１条 この訓令は、雲南市の発注する建設工事関連業務委託（測量、地質調

査、土木関係建設コンサルタント（以下「土木コンサルタント」という。）、

建築関係建設コンサルタント（以下「建築コンサルタント」という。）及び

補償コンサルタントであるものをいう（以下「業務委託」という。）。に係

る入札について極端な低価格入札を防止し、業務成果の品質を確保するため

の対策を実施するにあたり必要な事項を定める。 

（定義） 

第２条 この訓令において、使用する用語の定義は以下による。 

(1) 「低入札価格調査」とは、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の１０第１項又は第１６７条の１０の２第２項（第１６７条

の１３において準用する場合を含む。）の規定により落札者を決定する

ために行う調査をいう。 

(2) 「調査基準価格」とは、低入札価格調査を行うための基準となる価格

をいう。 

(3) 「低価格入札」とは、調査基準価格を下回る価格での入札をいう。 

(4) 「低価格入札者」とは、低価格入札を行った者をいう。 

(5) 「低入札業務」とは、低価格入札が行われた業務委託をいう。 

（適用対象業務委託） 

第３条 この要領は、競争入札に付する業務委託であって、設計金額が５００

万円以上の業務委託及び総合評価方式で発注する業務委託（以下「対象業務

委託」という。）の入札に適用する。 

（調査基準価格の決定） 

第４条 調査基準価格は、別表第１に定める基準により各業務区分ごとに定め、

予定価格調書に記載するものとする。 

（入札に参加しようとする者への周知） 

第５条 対象業務委託に係る仕様書等に本要領の対象であること及び次の事項

を記載し、入札に参加しようとする者に周知するものとする。 

(1) 調査基準価格が設定されていること。 

(2) 調査基準価格を下回る入札を行った者は、資料の提出を要すること。 

(3) 低価格入札者との契約に係る措置に関すること。 

（入札の執行） 

第６条 入札の結果、調査基準価格を下回る入札があった場合は、入札執行者

は当該入札が低入札価格調査に入ることを宣言し落札を保留して終了するも



のとする。 

（資料の提出） 

第７条 入札執行者は入札の結果、低価格入札者となった者のうち最低の価格

をもって入札を行った者（以下「調査対象入札者」という。）から次の各号

に掲げる資料を徴するものとする。 

(1) 建設工事関連業務委託低入札基準価格調査書（様式第１号） 

(2) 当該価格で入札した理由（様式第２号） 

(3) 入札価格積算内訳書 

(4) 業務履行計画書 

(5) 業務履行体制計画書 

(6) 手持ち業務の状況及び従事技術者（様式第３号） 

(7) 配置予定技術者名簿（様式第４号） 

(8) 技術者の専任配置誓約書（様式第５号） 

(9) 照査技術者名簿（様式第６号。設計図書で定めた場合に限る。） 

(10) 手持ち機械の状況（様式第７号。測量・地質調査業務に限る。） 

(11) 過去の同種又は類似業務履行実績調書（企業）（様式第８号） 

(12) その他必要と認める事項を記載した書類 

２ 前項の資料は、雲南市の休日を定める条例第２条の規定を準用し、入札執

行日から７日以内で入札執行者の定める日までに入札執行者へ提出するもの

とし、期限までに提出しない者は失格とする。 

３ 入札執行者は、調査資料を設計担当課長へ送付する。 

４ 設計担当課長は、調査資料により当該業務委託の適正な履行が可能である

かを調査し、雲南市建設工事等公正入札調査委員会（以下「委員会」という。）

において落札者を決定し、入札執行者に報告する。 

（落札者の決定等） 

第８条 入札執行者は、落札者が決定しなかった場合、調査対象入札者の次に

最低の価格をもって入札をした者又は評価値の高い者（以下「次順位者」と

いう。）を落札者とする。 

２ 次順位者の入札価格が低入札基準価格を下回っている場合、前条及び前項

の規定を準用し、落札者の決定を行うものとする。なお、これによっても落

札者が決定しない場合は、以下順次前項及び本項を適用し落札者を決定する。 

３ 入札執行者は、落札者を決定したときは、その結果を入札者に通知するも

のとする。 

（入札結果等の公表） 

第９条 低入札価格調査を実施した業務に係る入札結果の公表に際しては、閲

覧に供する入札調書の写しの適用欄に「低入札対策対象業務」と記載するも



のとする。 

（低価格入札者との契約等に係る措置） 

第１０条 落札者と決定された低価格入札者と契約を締結しようとする場合は、

次に掲げる事項を義務付けるものとする。 

(1) 請負代金額の１００分の１０以上の契約保証金を納付すること。 

(2) 前金払の金額を請負代金の１００分の２０以内とすること。 

(3) 管理（主任）技術者を専任配置（ただし、別表第２の資格保有者とする。）

すること。 

附 則 

この訓令は、令和５年４月１日から施行し、同日以降に入札公告、指名通知

を行う業務委託から適用する。 

別表第１（第４条関係） 

調査

基準

価格

算定

基準 

業務区分 項目① 項目② 項目③ 項目④ 基準価格 

測量業務 直接測量費

の額 

測量調査

費の額 

― 諸経費の

５０％ 

①～④の

合計額

（※） 

地質調査業務（一

般調査業務） 

直接調査費

の額 

直接経

費・間接調

査費の額

の９０％ 

― 諸経費の

５０％ 

①～④の

合計額

（２） 

地質調査業務（解

析等調査業務） 

直接人件費

の額 

直接経費

の額 

その他原

価の９

０％ 

一般管理

費等の５

０％ 

①～④の

合計額

（※） 

土木コンサルタン

ト業務 

直接人件費

の額 

直接経費

の額 

その他原

価の９

０％ 

一般管理

費等の５

０％ 

①～④の

合計額

（※） 

建築コンサルタン

ト業務 

直接人件費

の額 

特別経費

の額 

技術料等

経費の６

０％ 

諸経費の

６０％ 

①～④の

合計額

（※） 

補償コンサルタン

ト業務 

直接人件費

の額 

直接経費

の額 

その他原

価の９

０％ 

一般管理

費等の５

０％ 

①～④の

合計額

（※） 

（※２ 概ねの数値である。） 

 

 



別表第２（第１０条関係） 

業務区分 資格保有者 

測量業務 測量士 

地質調査業務 主たる業務に該当する部門の技術士又はRCCM 

土木コンサルタント業務 主たる業務に該当する部門の技術士又はRCCM 

建築コンサルタント業務 一級建築士、建築構造士、建築設備士 

補償

コン

サル

タン

ト業

務 

権利調査等 測量士、司法書士、土地家屋調査士、補償業務管理

士（土地調査） 

土地評価等 不動産鑑定士、補償業務管理士（土地評価） 

木造建物、木造特殊建

物調査・積算 

一級建築士、二級建築士、木造建築士、補償業務管

理士（物件） 

非木造建物調査積算 一級建築士 

付帯工作物、庭園、墳

墓、立竹木、居住者、

動産調査・積算 

測量士、一級建築士、二級建築士、木造建築士、補

償業務管理士（物件） 

移転工法検討 一級建築士 

機械設備、生産設備調

査・積算 

委託設備に関する技術士（機械又は電気）、補償業

務管理士（機械工作物） 

営業に関する調査・積

算 

公認会計士、税理士、補償業務管理士（営業・特殊） 

事業損失（工損）調査・

積算 

一級建築士、二級建築士、木造建築士、補償業務管

理士（事業損） 

事業認定申請図書の作

成等 

補償業務管理士（補償関連） 



 



 



 



 



 



 



 



 



様式第１号（第７条、第８条関係） 

様式第２号（第７条、第８条関係） 

様式第３号（第７条、第８条関係） 

様式第４号（第７条、第８条関係） 

様式第５号（第７条、第８条関係） 

様式第６号（第７条、第８条関係） 

様式第７号（第７条、第８条関係） 

様式第８号（第７条、第８条関係） 

 


